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第１ 特定技能制度について  

 

１ 特定技能制度とは 

 

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基

盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため

の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一

定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特

定技能制度が創設されました。 

 

１ 在留資格「特定技能」 

「特定技能」には、２種類の在留資格があります。 

「特定技能１号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能

を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能２号」は、特定産業

分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。  

 

 

各在留資格のポイントは、以下のとおりです。 

「特定技能１号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による

支援の実施が求められていることに御注意願います（特定技能２号については、支援の

対象外です。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★トピック★ 

特定技能１号のポイント 
○ 在留期間：１年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごと

の更新、通算で上限５年まで 
○ 技能水準：試験等で確認（技能実習２号を修了した外国人は試験等免除） 
○ 日本語能力水準：試験（JFT-Basic、JLPT のＮ４等）で確認（技能実習２号を修了した

外国人は試験等免除） 
※介護、自動車運送業（タクシー・バス）及び鉄道（運輸係員）
分野は別途要件あり 

○ 家族の帯同：基本的に認めない 
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 
  

特定技能２号のポイント 
○ 在留期間：３年、１年又は６か月ごとの更新 
○ 技能水準：試験等で確認 
○ 日本語能力水準： 試験等での確認は不要（漁業及び外食業分野（N３）を除く。） 
○ 家族の帯同：要件を満たせば可能（配偶者、子） 
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 
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２ 受入れ分野 

特定技能１号による外国人の受入れ分野（特定産業分野）は、以下の１６分野です。 

そのうち、特定技能２号での受入れ対象は、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、

林業分野及び木材産業分野以外の１１分野となります。 

 

 

         

 

  

 

   

 

 

 

          

 

  

 

 

 

 

分野ごとの業務内容等については、次のページの表のとおりです。 

詳細を知りたい場合は、分野を担当している省庁へお尋ねください。

介護分野 ビルクリーニング分野 

飲食料品製造業分野 漁業分野 農業分野 

★トピック★ 

工業製品製造業分野 

造船・舶用工業分野 建設分野 

自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 

自動車運送業分野 鉄道分野 

外食業分野 林業分野 木材産業分野 
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✓原則は外国人本人による申請です。 

✓地方局長に申請等取次者として承認

を受けた場合、取次ぎが可能です。 

 

２ 雇用の流れ 

 

ここでは、①技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留して

いる外国人を雇用するまでと、②海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就

労する外国人を雇用するまでとに分けて紹介します。 

 

① 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ 

（日本国内に在留している外国人を採用するケース） 

 

 

    

 

     

 

     

 

     

 

   

 

    

 

※１⇒在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に実施してください↓ 

・受入れ機関等による事前ガイダンス 等 

   ・健康診断  

 ※１－１⇒１号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部

の実施を登録支援機関に委託することができます（一部の委託を行う場合に

は、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。）。 

 ※２⇒主な添付資料↓↓ 

    ・受入れ機関の概要 

    ・特定技能雇用契約書の写し 

    ・１号特定技能外国人支援計画 

    ・技能を証明する資料 

・日本語能力を証明する資料等  

 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 
 

STEP 5 

STEP 6 
 

（外国人が）試験に合格又は技能実習２号を修了 

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※１ 

特定技能外国人の支援計画を策定する。

   

在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。※２ 

「特定技能１号」へ在留資格変更 

就労開始

る 

登録支援機関と委託契

約の締結 ※１－１ 

★トピック★ 
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② 特定技能外国人が就労を開始するまでの流れ 

（海外から来日する外国人を採用するケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※１～２については、前ページ①（日本国内に在留している外国人を採用するケー 

ス）を参照 

 

 

 

特定技能外国人を雇用する際には、以下の点に留意願います。 

✓各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。  

✓特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契

約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、

受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。 

✓特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなけ

れば、受入れが認められないことに留意してください。   

 

 

STEP 4 

STEP 5 

STEP 6 

STEP 7 
 

STEP 8 

STEP 9 
 

STEP 3 

STEP 2

STEP 1 
（外国人が）試験に合格又は技能実習２号を修了

（帰国済み） 

特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。※１ 

特定技能外国人の支援計画を策定する。 

在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。

※２ 

在留資格認定証明書受領 

在外公館に査証（ビザ）申請 

査証（ビザ）受領 

入国 

就労開始 

技能実習２号を良好に修了した方であれば、

帰国済みであっても試験は免除されます。 

登録支援機関と委託契

約の締結 ※１－１ 

受入れ機関から本人への送付 

★トピック★ 
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技能実習から特定技能に移行できるのは、以下のようになります。 

 

 

１　農業・林業関係（３職種７作業） ３　建設関係（２２職種３３作業） 

職種名 作業名 分野（業務区分） 職種名 作業名

施設園芸 パーカッション式さく井工事

畑作・野菜 ロータリー式さく井工事

果樹 ダクト板金

養豚 内外装板金

養鶏 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工

酪農 建具製作 木製建具手加工

林業 育林・素材生産 建築大工 大工工事

型枠施工 型枠工事

２　漁業関係（２職種１０作業） 鉄筋施工 鉄筋組立て

職種名 作業名 分野（業務区分） と　び と　び

かつお一本釣り漁業 石材加工

延縄漁業 石張り

いか釣り漁業 タイル張り タイル張り

まき網漁業 かわらぶき かわらぶき

ひき網漁業 左官 左官

刺し網漁業 建築配管

定置網漁業 プラント配管

かに・えびかご漁業 熱絶縁施工 保温保冷工事

棒受網漁業 プラチック系床仕上げ工事

養殖業 ほたてがい・まがき養殖 漁業（養殖業） カーペット系床上げ工事

鋼製下地工事

ボード仕上げ工事

カーテン工事

サッシ施工 ビル用サッシ施工

防水施工 シーリング防水工事

コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事

ウェルポイント施工 ウェルポイント工事

表装 壁装

押土・整地

積込み

掘削

締固め

築炉 築炉

建設（土木）

建設（建築）

建設（土木）

建設（建築）

建設（ライフライン・設備）

建設（建築）

建設（建築）

建設（建築）

建設（土木） 建設（建築）

建築板金

配管

建設（建築）

造船・舶用工業
（造船）

造船・舶用工業
（舶用機械）

造船・舶用工業（舶用電気
電子機器）

建設（建築） 造船・舶用工業（造船）

建設（建築）

建設（建築）

建設（建築）

建設（ライフライン・設備）

内装仕上げ施工

建設機械施工

石材施工

建設（土木）

分野（業務区分）

建設（ライフライン・設備）

建設（建築）

建設（土木） 建設（建築）

建設（土木） 建設（建築）

建設（土木）

さく井

建設（ライフライン・設備）

建設（建築）

建設（建築）

耕種農業

畜産農業

農業（耕種農業全般）

農業（畜産農業全般）

漁船漁業

漁業（漁業）

４　食品製造関係（１１職種１９作業） ５　繊維・衣服関係（１３職種２２作業） 

職種名 作業名 職種名 作業名

缶詰巻締 缶詰巻締 前紡工程

食鳥処理加工業 食鳥処理加工 精紡工程

節類製造 巻糸工程

加熱乾製品製造 合ねん糸工程

調味加工品製造 準備工程

くん製品製造 製織工程

塩蔵品製造 仕上工程

乾製品製造 糸浸染

発酵食品製造 織物・ニット浸染

調理加工品製造 靴下製造

生食用加工品製造 丸編みニット製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造 たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造

牛豚部分肉製造 婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製

牛豚精肉商品製造 紳士服製造 紳士既製服製造

ハム・ソーセージ・ベーコン
製造

ハム・ソーセージ・ベーコン
製造

下着類製造 下着類製造

パン製造 パン製造 寝具製作 寝具製作

そう菜製造業 そう菜加工 織じゅうたん製造

農産物漬物製造業 農産物漬物製造 タフテッドカーペット製造

医療・福祉施設給食製造 医療・福祉施設給食製造 ニードルパンチカーペット製造

帆布製品製造 帆布製品製造

布はく縫製 ワイシャツ製造

座席シート縫製 自動車シート縫製

牛豚食肉処理加工業

工業製品製造業（縫製）

外食業

工業製品製造業（紡織製品製造）

工業製品製造業（縫製）

工業製品製造業（紡織製品製造）

飲食料品製造業全般
（飲食料品製造業全般（飲食料品
（酒類を除く。）の製造・加工・安全
衛生））

飲食料品製造業全般
（飲食料品製造業全般（飲食料品
（酒類を除く。）の製造・加工・安全
衛生））

分野（業務区分）

染　色

加熱性水産加工
食品製造業

紡績運転

分野（業務区分）

織布運転

非加熱性水産加工
食品製造業

ニット製品製造

カーペット製造

技能実習２号移行対象職種と特定技能１号における分野（業務区分）との関係 

 

令和７年３月７日現在 
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６　機械・金属関係（１７職種３４作業） 

職種名 作業名

鋳鉄鋳物鋳造

非鉄金属鋳物鋳造

ハンマ型鍛造

プレス型鍛造

ホットチャンバダイカスト

コールドチャンバダイカスト

普通旋盤

フライス盤

数値制御旋盤

マシニングセンタ

金属プレス加工 金属プレス 造船・舶用工業（舶用
機械）

造船・舶用工業（舶用
電気電子機器）

鉄工 構造物鉄工 工業製品製造業（機械金属加

工）
建設（土木） 建設（建築）

造船・舶用工業（造
船）

造船・舶用工業（舶用
機械）

鉄道（車両製造）

工場板金 機械板金

電気めっき

溶融亜鉛めっき

アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理

治工具仕上げ

金型仕上げ

機械組立仕上げ

機械検査 機械検査

機械保全 機械系保全 造船・舶用工業（舶用
機械）

造船・舶用工業（舶用
電気電子機器）

電子機器組立て 電子機器組立て 鉄道（車両製造）

回転電機組立て

変圧器組立て

配電盤・制御盤組立て

開閉制御器具組立て

回転電機巻線製作

プリント配線板設計

プリント配線板製造

引抜加工

仕上げ

全体熱処理

表面熱処理（浸炭・浸炭窒化・窒化）

部分熱処理（高周波熱処理・炎熱処理）

工業製品製造業（電気電子機器組立て）

工業製品製造業（電気電子機器組立て）

造船・舶用工業（舶用電気電子機器）工業製品製造業（電気電子機器組立て）

鉄道（車両製造）
造船・舶用工業（舶用
電気電子機器）

工業製品製造業（電気電子機器組立て）工業製品製造業（機械金属加工）

金属熱処理業

アルミニウム圧延・押出製品
製造

造船・舶用工業（舶用電気電子機器）

工業製品製造業（機械金属加工）

めっき

プリント配線板製造

仕上げ

電気機器組立て

工業製品製造業（機械金属加工）

工業製品製造業（電気電子機器組立て）

工業製品製造業（機械金属加工）

鋳造

鍛造

ダイカスト

機械加工

造船・舶用工業（舶用機械）

工業製品製造業（機械金属加工） 造船・舶用工業（舶用機械）

工業製品製造業（機械金属加工）

工業製品製造業
（機械金属加工）

工業製品製造業
（電気電子機器組立て）

造船・舶用工業
（舶用電気電子機器）

鉄道（車両製造）

分野（業務区分）

工業製品製造業（機械金属加工） 鉄道（車両製造）

工業製品製造業（機械金属加工）

工業製品製造業（金属表面処理）

工業製品製造業（機械金属加工） 鉄道（車両製造）

工業製品製造業（電気
電子機器組立て）

造船・舶用工業
（舶用機械）

職種名 作業名

家具製作 家具手加工

オフセット印刷

グラビア印刷

製本 製本

圧縮成形

射出成形

インフレーション成形

ブロー成形

強化プラスチック成形 手積み積層成形 造船・舶用工業（舶用機械）

建築塗装
建設（土木） 建設（建築） 造船・舶用工業（造船）

金属塗装
造船・舶用工業（造船）

造船・舶用工業（舶用
機械）

鋼橋塗装
建設（土木） 建設（建築） 造船・舶用工業（造船）

噴霧塗装
造船・舶用工業（造船）

造船・舶用工業（舶用
機械）

鉄道（車両製造）

手溶接

半自動溶接

工業包装 工業包装

印刷箱打抜き

印刷箱製箱

貼箱製造

段ボール箱製造

機械ろくろ成形

圧力鋳込み成形

パッド印刷

自動車整備 自動車整備

ビルクリーニング ビルクリーニング

介護 介護

リネンサプライ仕上げ

一般家庭用クリーニング

コンクリート製品製造 コンクリート製品製造

宿泊 接客・衛生管理

RPF製造 RPF製造

鉄道施設保守整備 軌道保守整備

成形加工

押出し加工

混練り圧延加工

複合積層加工

走行装置検修・解ぎ装

空気装置検修・解ぎ装

木材加工 機械製材 木材産業（製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等）

７　その他（２１職種３９作業）

工業製品製造業（機械金属加工） 工業製品製造業（電気電子機器組立て）

介護

工業製品製造業（機械金属加
工）

工業製品製造業（陶磁器製品製造）

造船・舶用工業（舶用機械）

工業製品製造業（機械金属加工） 鉄道（車両製造）

工業製品製造業（機械金属加工）

造船・舶用工業（舶用機械）

造船・舶用工業（造船）

分野（業務区分）

紙器・段ボール箱製造

陶磁器工業製品製造

工業製品製造業（機械金属加工）

工業製品製造業（機械金属加工）

クリーニング

工業製品製造業（電気電子機器組立て）

工業製品製造業（機械金属加工）

造船・舶用工業（舶用機
械）

プラスチック成形

塗装

溶接

工業製品製造業（印刷・製本）

工業製品製造業（紙器・段ボール箱製造）

印刷

鉄道車両整備

建設（土木） 建設（建築）
建設（ライフライン・設
備）

鉄道（車両製造）

工業製品製造業（機械金属加工） 工業製品製造業（電気電子機器組立て）

宿泊

自動車整備

ビルクリーニング　　　　　

工業製品製造業（RPF製造）

ゴム製品製造

鉄道（車両整備）

工業製品製造業（コンクリート製品製造）

鉄道（軌道整備）

職種名 作業名

航空機地上支援

航空貨物取扱

客室清掃

ボイラーメンテナンス ボイラーメンテナンス

空港グランドハンドリング

空港グランドハンドリング

○　社内検定型の職種・作業（２職種４作業）

分野（業務区分）
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（３）外国人を支援する体制があること 

（４）外国人を支援する計画が適切であること 

 

２ 受入れ機関の義務 

（１）外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること 

（２）外国人への支援を適切に実施すること 

（３）出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出 

 特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び

ハローワークに定期又は随時の届出を行う（１３ページ）。 

 

３ １号特定技能外国人支援計画の作成 

１号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能１号」の活動

を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会

生活上の支援の実施に関する計画（１号特定技能外国人支援計画）を作成し、当該計画に

基づいて支援を行わなければなりません。 

 

支援計画の主な記載事項  

○ 支援責任者の氏名及び役職等 

○ 登録支援機関（登録支援機関に委託する場合のみ。） 

○ 下記の１０項目  

① 事前ガイダンス 

  在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働

条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレ

ビ電話等で説明 

 

② 出入国する際の送迎 

 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 

 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 

 

③ 住居確保・生活に必要な契約支援 

 連帯保証人になる・社宅を提供する等 

  銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 
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④ 生活オリエンテーション 

  円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡

先、災害時の対応等の説明 

 

⑤ 公的手続等への同行 

 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 

 

⑥ 日本語学習の機会の提供 

 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 

 

⑦ 相談・苦情への対応 

  職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解すること

ができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 

 

⑧ 日本人との交流促進 

  自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加

の補助等 

 

⑨ 転職支援（人員整理等の場合） 

  受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の

作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 

 

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 

  支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的（３か月に１回以上）

に面談し、労働基準法違反等があれば通報 

 

４ 分野別協議会について 

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が

設置する協議会の構成員になることが求められます。 

協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域

の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の

啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。 

協議会への加入手続の詳細は、各分野所管省庁のホームページを御覧ください。 
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５ 届出・報告について 

受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出・報告を随時又

は定期に行わなければなりません。 

受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対

象となります。登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。 

（１）受入れ機関の届出 

  ○ 随時の届出 

・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了、新たな契

約の締結に関する届出 

・支援計画の変更に係る届出 

・特定技能外国人の受入れ困難時の届出 

・特定技能基準省令の基準不適合に係る届出  

・支援計画の実施困難に係る届出 

・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出（地方出

入国在留管理局でなくハローワークに届け出てください。） 

○ 定期の届出 

・特定技能外国人の受入れ・活動状況や支援実施状況に関する届出 

（２）登録支援機関の届出・報告 

○ 随時の届出 

・登録の申請事項の変更の届出 

・支援業務の休廃止又は再開の届出 

・支援計画の実施困難に係る報告 

○ 定期の届出 

・支援実施状況の届出 

 

 

 

 

✓支援に要する費用は、受入れ機関等において負担します。 

✓外国人であることを理由に、（福利厚生施設の利用など）待遇面において差別的な 

取扱いがあってはなりません。 

 

 

 

 

 

★トピック★ 
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４ 登録支援機関について 

 

受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務

については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。 

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援

体制を満たしたものとみなされます。 

登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。 

登録支援機関になるためには、受入れ機関と業務委託のための契約を結び、出入国在留

管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に、登録を受けるた

めの基準と義務があります。 

 

１ 登録を受けるための基準 

（１） 機関自体が適切であること 

○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこ 

 と 

○ 法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができます。 

（２） 外国人を支援する体制があること 

○  登録を受けるためには支援計画の全部を実施できる必要があり、支援の一部のみ

を行うものとして登録を受けることはできません。 

 

２ 登録支援機関の義務 

（１） 外国人への支援を適切に実施すること 

（２） 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと 
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✓登録は５年間有効となっており、更新を受けなければ登録は効力を失います（登録の

有効期間満了日の６か月前の月の初日から４か月前の月の月末までに更新申請を行っ

てください。）。 

✓登録には申請手数料が必要です（新規登録２万８，４００円、登録更新１万１，１０

０円）。 

✓登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームペー

ジに掲載されます。 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html 

 

 

５ 各国の送出手続について 

 

 日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書（以下「特定技能ＭＯＣ」といいます。）

を作成した国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めている場合が

あります。 

  この項目では、送出手続が判明している国について御案内します。 

  既に特定技能ＭＯＣを作成した国であっても、外国側の送出手続が未整備の国がありま

すが（注１）、これらの国については、今後その内容が判明次第、出入国在留管理庁ホー

ムページ等にて御案内します。 

  なお、国によっては、送出手続を行ったことを証明する書類を発行しており、特定技能

ＭＯＣにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該書類を確認するこ

とが規定されている場合があります。そのような国については、在留資格認定証明書交付

申請及び在留資格変更許可申請（以下「在留諸申請」といいます。）において、当該書類

を提出していただく必要があります（注２）ので、その点も併せて御確認ください。 

 

（注１） 送出手続について確認中又は調整の国（令和６年１２月時点） 

マレーシア、タジキスタン 

（注２）  外国側の送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留

諸申請を行うことができます（この場合上述の送出手続を行ったことを証明する

書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。）。また、特定技能ＭＯＣ

を作成した国でなければ、特定技能外国人の受入れができないものではありませ

ん。 

（注３）  在留諸申請の際に独自の提出書類がある国（令和６年１２月時点） 

カンボジア、タイ、ベトナム 
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出入国在留管理庁のホームページに、各国における手続の詳細について掲載しています。 

                         

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00073.html  
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【申請書記載例（在留資格変更許可申請の場合）】 
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